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師
走
の
候
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
々
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
健
勝
に
て
ご
活
躍
の
こ
と
と
ご
同
慶
に
存
じ
ま
す
。
又
、
年
頭
の
正
月
よ
り
一

年
間
各
種
神
事
行
事
に
対
し
ま
し
て
ご
崇
敬
ご
奉
献
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
第
一
二
五
代
天
皇
は
四
月
三
十
日
で
退
し
り
ぞ
か
れ
、
翌
五
月
一
日
か
ら
皇
太
子
殿
下
が
第
一
二
六
代
新
天
皇
の
地
位
に
即つ

か
れ
、「
令
和
」

の
御
代
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
天
皇
が
皇
嗣
（
皇
太
子
。
例
外
も
あ
る
）
に
「
譲
位
」
さ
れ
る
御
代
替
り
は
、
飛
鳥
時
代
の
皇
極
天
皇
（
女
帝
、
六
四
五
年
）

か
ら
江
戸
時
代
の
光
格
天
皇
（
一
八
一
七
年
）
ま
で
、
六
十
例
ほ
ど
み
ら
れ
、
今
回
は
約
二
百
年
ぶ
り
で
あ
る
。
天
皇
に
関
す
る
制
度
は
昭
和

二
十
一
年
十
一
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
「
日
本
国
憲
法
」
に
よ
り
「
日
本
国
の
象
徴
」（
国
家
の
代
表
）、「
日
本
国
民
の
象
徴
」（
国
民
の
中
心
）

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
皇
位
は
ご
子
孫
に
承う

け
継
が
れ
る
「
世
襲
の
も
の
」
と
定
め
ら
れ
、
具
体
的
な
継
承
者
の
資
格
・
順
位
な
ど
は
「
皇
室

典
範
」
で
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
四
条
に
は
「
天
皇
が
崩
じ
た
と
き
は
、
皇
嗣
が
直
ち
に
即
位
す
る
」
と
あ
り
、
天
皇
は
終
身
在
位
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
は
数
年
前
よ
り
後
継
者
の
皇
太
子
殿
下
に
譲
る
決
意
を
な
さ
れ
た
た
め
、
政
府
ま
た
国
会
も
超
党

派
で
慎
重
に
協
議
・
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
「
皇
室
典
範
特
例
法
」
を
衆
参
両
院
出
席
者
全
員
の
賛
成
に
よ
り
成
立
さ

せ
、
現
行
の
天
皇
終
身
在
位
を
原
則
的
に
残
し
な
が
ら
、
特
例
と
し
て
天
皇
譲
位
で
な
く
退
位
を
可
能
と
さ
せ
、
四
月
三
十
日
の
「
退
位
礼
正
殿

の
儀
」
を
国
事
行
為
と
し
て
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
翌
五
月
一
日
午
前
零
時
に
皇
太
子
か
ら
天
皇
に
な
ら
れ
た
新
陛
下
が
、
午
前
、
正
殿
に
て
神
道
に
係
る
重
要
な
「
剣け
ん

璽じ

」
を
承
け
継
が

れ
た
。
そ
の
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
の
「
剣
璽
」
は
、
古
来
か
ら
神
道
（
日
本
固
有
の
民
族
的
信
仰
体
系
。
一
般
に
神
社
を
中
心
と
す
る
信
仰
や

儀
礼
）
で
い
う
「
三
種
の
神
器
」（
皇
位
の
し
る
し
と
し
て
継
承
さ
れ
る
八や

坂さ
か

瓊に
の

曲ま
が

玉た
ま

、八や
た
の
か
が
み

咫
鏡
、天
あ
め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
の
こ
と
）
の
中
の
「
宝
剣
」
と
「
勾
玉
」

で
あ
り
、「
等
」
と
は
国
事
行
為
に
押
さ
れ
る
公
印
（
金
印
）
の
「
天
皇
御ぎ
ょ

璽じ

」「
大
日
本
国
璽
」
を
さ
す
。
こ
れ
ら
の
物
は
皇
位
と
一
体
不
離
で
、

「
皇
室
経
済
法
」
の
第
七
条
で
「
皇
位
と
と
も
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
は
、
皇
位
と
と
も
に
皇
嗣
が
こ
れ
を
受
け
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

○
　
ご
家
庭
・
会
社
事
務
所
に
神
棚
を
祀
り
ま
し
ょ
う
。

○
　
お
伊
勢
さ
ん
の
お
神ふ

だ札
（
神
宮
大
麻
）
と
三
石
さ
ん
の
お
神

札
を
合
せ
奉
斎
し
ま
し
ょ
う
。

○
　
お
神
札
は
、
毎
年
末
も
し
く
は
新
年
に
新
し
く
改
め
て
お
祀

り
し
ま
し
ょ
う
。
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剣璽等承継の儀の模様



三　石　さ　ん令和元年 12 月 21　号　（  ）　2

先
ほ
ど
の
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
に
よ
り
、
名
実
と
も
に
第
一
二
六
代
天
皇
と
な
ら
れ

た
新
陛
下
は
、
十
月
二
十
二
日
の
即
位
礼
、
十
一
月
十
四
日
の
践せ
ん

祚そ

大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い
・
お
お
に
え
の
ま
つ
り

嘗

祭

（
悠ゆ

紀き

殿
の
儀
・
主す

基き

殿
の
儀
）
を
皇
居
に
て
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
即
位
礼
・
践
祚
大
嘗
祭
を
併
せ
て
御ご

大た
い

礼れ
い

と
い
う
）。
特
に
天
皇
即
位
後
初
め
て
の

新
し
ん
じ
ょ
う
さ
い
・
に
い
な
め
ま
つ
り

嘗

祭
（
天
皇
が
新
穀
を
天
神
地
祇
に
供
え
、
み
ず
か
ら
も
そ
れ
を
食
す
る
祭

儀
。
現
在
の
祝
日
で
あ
る
勤
労
感
謝
の
日
に
斎
行
）
を
一
世
一
度
の
大
規
模
な
祭
と
し
て

行
う
こ
と
を
「
践
祚
大
嘗
祭
」
と
呼
び
、
通
常
の
新
嘗
祭
と
区
別
し
て
い
る
。

即
位
礼
と
大
嘗
祭
の
間
隔
を
あ
け
た
事
由
は
、
大
正
大
礼
の
際
、
当
時
貴
族
院
書
記
官

長
で
大
礼
使
を
務
め
た
柳
田
国
男
（
民
俗
学
の
創
始
者
）
が
、即
位
を
内
外
の
人
々
に
華
々

し
く
披
露
す
る
即
位
礼
と
、
毎
年
の
新
嘗
祭
を
大
規
模
に
し
て
神
々
に
感
謝
し
祈
願
す
る

厳
か
な
大
嘗
祭
と
は
間
隔
を
あ
け
て
行
う
方
が
よ
い
（「
大
嘗
祭
ニ
関
ス
ル
所
感
」）、
と

提
言
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

御
大
礼
を
終
え
ら
れ
た
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
は
「
親し
ん

謁え
つ

の
儀
」（
親
み
ず
か
ら
参
拝
し
、
皇
祖
・
皇
宗
四
代
の
天
皇

に
即
位
を
奉
告
す
る
こ
と
）
を
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
儀

は
剣
璽
を
伴
い
、
外
宮
・
内
宮
の
順
に
伊
勢
神
宮
に
御

参
拝
さ
れ
、
天
照
大
御
神
に
そ
の
旨
を
御
奉
告
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
初
代
神
武
天
皇
、
そ
し
て
近
縁
の
天
皇
が

お
鎮
ま
り
に
な
る
御
陵
に
も
御
参
拝
さ
れ
、
御
大
礼
を

無
事
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
御
奉
告
さ
れ
ま
す
。

五
月
か
ら
の
御
代
替
り
行
事
の
多
く
は
敬
神
崇
祖
の

神
道
の
神
髄
で
あ
り
、
日
本
国
民
で
あ
る
私
ど
も
は
、

全
て
の
行
事
が
恙
な
く
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
祈
念
し
て

や
ま
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
過
去
の
多
く
の
元
号
は
漢
籍
古

典
（「
四
書
五
経
」
や
歴
史
書
な
ど
、
中
国
の
古
典
か

ら
引
用
）
を
典
拠
に
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

度
の
新
元
号
「
令
和
」
の
出
典
は
始
め
て
日
本
の
古
典

で
あ
る
『
萬
葉
集
』
か
ら
採
ら
れ
た
。

『
萬
葉
集
』
巻
第
五
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波

書
房
）
の
梅
花
の
歌
三
十
二
首
の
序
文
（
作
者
は
山
上

憶
良
説
な
ど
が
あ
る
）
一
行
で
あ
る
「
初
春
の
令
月
に

し
て
、
気
淑よ

く
風
和や
わ
らぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披ひ
ら

き
、
蘭ら
ん

は
珮は
い

後ご

の
香こ
う

を
薫く
ん

ず
」
の
令
月
の

「
令
」
と
風
和
ぎ
の
「
和
」
を
引
用
し
て
「
令
和
」
と
し
た
。

安
倍
首
相
は
記
者
会
見
談
話
で
、
令
和
に
つ
い
て
「
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中

で
文
化
が
生
ま
れ
育
つ
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
た
が
、
序
文
の

こ
の
一
行
で
は
首
相
談
話
の
意
味
を
窺
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
こ
で
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
序
文
の
全
文
を
現
在
語
訳
（『
私
の
万
葉
集
』
大
岡

信
著
、
講
談
社
現
代
新
書
）
で
み
る
と
、「
天
平
二
（
七
三
〇

−

筆
者
挿
入
）
年
正
月

十
三
日
、
大
宰
大
伴
旅
人
卿
の
邸
宅
に
集
ま
っ
て
宴
を
開
い
た
。
時
は
、
初
春
の
よ
き
月
、

気
は
澄
ん
で
快
く
、
風
は
穏
や
か
。
梅
は
鏡
の
前
の
白お
し
ろ
い粉
の
よ
う
に
白
い
花
を
咲
か
せ
、

蘭
は
白
い
袋
の
香
の
よ
う
に
良
い
香
り
を
発
し
て
い
る
。
加
え
て
、
夜
明
け
の
峰
に
は
雲

が
か
か
り
、
松
は
そ
の
雲
の
薄
絹
を
か
け
て
、
あ
た
か
も
蓋
き
ぬ
が
さを
傾
け
て
い
る
よ
う
だ
。
夕

方
の
山
の
頂
き
に
は
霧
が
か
か
り
、
鳥
は
そ
の
霧
の
う
す
も
の
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
林
中

に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
庭
で
は
今
年
の
新
し
い
蝶
が
舞
い
、
空
に
は
去
年
来
た
雁
が
北
に

帰
っ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
天
を
き
ぬ
が
さ
に
し
、
地
を
座
席
に
し
、
膝
つ
き
合
わ
せ
て
盃
を

に
ぎ
や
か
に
か
わ
す
。
一
室
に
座
し
て
は
う
っ
と
り
と
言
葉
も
忘
れ
、
煙
霞
の
彼
方
に
思

い
を
は
せ
て
互
い
に
胸
襟
を
ひ
ら
く
。
淡さ
っ
ぱ
り々

と
し
て
お
の
ず
か
ら
各
人
気
ま
ま
に
振
舞
い
、

心
楽
し
く
満
ち
足
り
た
思
い
で
い
る
。
も
し
文
筆
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
な
情
緒
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
漢
詩
に
も
梅
花
の
散
る
の
を
詠
じ
た
詩
篇

が
あ
る
。
昔
も
今
も
、
い
っ
た
い
何
の
違
い
が
あ
ろ
う
か
。
さ
あ
、
わ
れ
ら
も
よ
ろ
し
く

こ
の
園
の
梅
を
詠
じ
て
、
い
さ
さ
か
短
い
歌
を
作
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
あ
る
。

こ
の
全
文
を
簡
略
す
れ
ば
、
大
伴
旅
人
が
大
宰
帥
と
し
て
大
宰
府
に
い
た
時
、
部
下
の

諸
官
諸
役
（
三
十
二
人
）
を
招
い
て
催
し
た
時
の
、
漢
詩
で
は
な
く
和
歌
の
集
団
制
作
で
、

庭
に
咲
く
梅
の
花
を
題
材
に
歌
一
首
づ
つ
を
詠
み
あ
っ
た
も
の
で
、
こ
の
全
文
を
読
む
こ

と
に
よ
り
、
安
倍
首
相
談
話
の
全
文
の
中
で
『
萬
葉
集
』
の
こ
と
に
触
れ
、「
悠
久
の
歴

史
と
薫
り
高
き
文
化
、
四
季
折
々
の
美
し
い
自
然
、
こ
う
し
た
日
本
の
国
柄
を
し
っ
か
り

と
次
の
時
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
。
厳
し
い
寒
さ
の
後
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
、
見
事
に
咲

き
誇
る
梅
の
花
の
よ
う
に
、
一
人
一
人
の
日
本
人
が
明
日
へ
の
希
望
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
花
を
大
き
く
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
日
本
で
あ
り
た
い
と
の
願
い
を

込
め
、『
令
和
』
に
決
定
し
た
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
令
和
元
年
九
月　

記
）

賢所参拝を終えられた両殿下
（㈱扶桑社（『皇室Ｏｕｒ　意Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｆａｍｉｌｙ』より転載）
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平
成
三
十
年
十
一
月

平
成
三
十
年
十
一
月

七
五
三
詣
祈
祷
斎
行

十
一
月
中
、
七
五
三
詣
祈
祷
を
斎
行
し

た
。
近
年
子
供
さ
ん
の
貸
衣
装
予
約
の
関

係
か
、
早
々
と
十
月
に
参
拝
さ
れ
る
ご
家

族
も
あ
る
。

当
社
で
は
七
五
三
に
当
た
る
子
供
さ
ん

の
玉
串
奉
奠
や
、
拝
殿
内
で
の
記
念
写
真

撮
影
も
行
い
、
千
歳
飴
や
オ
モ
チ
ャ
・
風

船
・
お
み
や
げ
セ
ッ
ト
等
の
他
に
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
バ
ッ
ク
等
の
記
念
品
も
お
渡
し
し

て
大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。

土
・
日
・
祝
日
に
限
ら
ず
期
間
中
に
は

会
館
二
階
に
特
設
写
真
ス
タ
ジ
オ
を
設
け
、

記
念
写
真
を
撮
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
設

備
し
て
い
ま
す
。

特設スタジオでの記念写真

三
好
稲
荷
神
社
の
鈴
緒
は
十
六
年
前
に

兵
庫
区
湊
川
町
八
丁
目
の
崇
敬
者
か
ら
奉

納
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
長
き
年
月

の
経
過
で
鈴
（
破
損
）・
緒
共
々
に
損
な

わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
崇
敬
者
（
氏
名
不

詳
）
か
ら
新
鈴
の
新
規
奉
納
と
、
さ
ら
に

も
う
お
一
方
の
兵
庫
区
吉
田
町
一
丁
目
の

崇
敬
者
ご
夫
妻
（
匿
名
希
望
）
か
ら
緒
の

新
調
奉
納
の
お
申
し
出
が
あ
り
、
十
八
日

に
付
け
替
え
奉
納
が
執
り
行
わ
れ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月

平
成
三
十
一
年
一
月

柔
道
選
手
・
阿
部
兄
妹

　
　
　
　
　
今
年
も
必
勝
祈
願
参
拝

初
詣
で
賑
わ
う
一
日
、
御
祭
神
・
神
功

皇
后
の
勝
運
神
徳
の
御
守
護
も
あ
っ
て
、

二
〇
二
〇
年
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
柔
道
女
子
五
十
二
キ
ロ
級
の
金

メ
ダ
ル
候
補
と
し
て
注
目
さ
れ
る
阿
部
詩

（
夙
川
学
院
高
校
）
選
手
、
兄
で
六
十
六

キ
ロ
級
の
一
二
三
（
日
体
大
）
選
手
が
今

年
も
必
勝
祈
願
参
拝
し
た
。

祈
願
絵
馬
に
阿
部
詩
選
手
は
「
世
界
選

手
権
『
挑
戦
』
二
連
覇
！
！
」
と
書
き
、

一
二
三
選
手
は
「
勝
負
に
勝
ち
続
け
る
」

と
願
っ
て
絵
馬
賭
け
に
吊
る
し
た
。

本
年
八
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
世
界

柔
道
選
手
権
で
の
結
果
は
、
阿
部
詩
選
手

は
祈
願
絵
馬
に
書
い
た
通
り
見
事
二
連
覇

の
優
勝
を
成
し
遂
げ
た
が
、
一
二
三
選
手

は
三
位
で
あ
っ
た
。

年
頭
氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭
斎
行

正
月
三
日
、「
氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願

祭
」
が
総
代･

氏
子
崇
敬
者
三
十
名
の
参

列
の
も
と
厳
か
に
斎
行
さ
れ
、
今
年
一
年

の
参
列
者
各
位
は
も
と
よ
り
、
氏
子
崇
敬

者
更
に
各
事
業
所
の
安
寧
と
繁
栄
を
祈
願

阿部兄妹の祈願絵馬

崇
敬
者
に
よ
る

　
　
　
　
稲
荷
社
の
鈴
・
鈴
緒
奉
納

ま
た
、
お
宮
参
り
に
も
ご
連
絡
頂
け
れ

ば
ス
タ
ジ
オ
を
設
備
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

但
し
、
七
五
三
詣
・
お
宮
参
り
の
写
真

ス
タ
ジ
オ
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
予
約
を

お
入
れ
く
だ
さ
い
。

神
戸
小
売
酒
販
組
合
・
酒
徳
祭
参
拝

神
戸
小
売
酒
販
組
合
は
県
の
小
売
酒

販
・
酒
販
協
同
組
合
連
合
会
に
属
し
た
神

戸
市
内
の
酒
屋
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
酒

類
の
小
売
業
者
の
組
合
で
、
そ
の
事
務
所

は
中
央
区
下
山
手
通
に
あ
っ
て
、
事
務
所

屋
上
に
お
社
（
京
都
・
松
尾
大
社
大
神
）

を
祀
り
毎
年
十
一
月
に
酒
徳
祭
を
斎
行
し

て
い
た
が
現
在
建
物
を
新
た
に
建
築
中
で

あ
る
た
め
、
ご
神
体
を
当
社
に
遷
し
祀
っ

て
お
り
、
こ
の
度
の
酒
徳
祭
参
拝
と
な
っ

た
。七

日
、
三
橋
理
事
長
他
役
員
な
ど
十
三

名
が
、
過
日
松
尾
大
社
よ
り
お
受
け
し
た

新
神
札
を
ご
神
前
に
奉
奠
し
玉
串
拝
礼
し

て
、
今
後
さ

ら
な
る
組
合

の
発
展
と
新

事
務
所
建
築

安
全
を
も
祈

願
し
た
。

参拝後の記念写真
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し
た
。

本
年
の
神
前
奉
納
は
、
県
下
三
か
所
で

フ
ラ
メ
ン
コ
教
室
ア
ン
ダ
ー
ル
を
主
宰
し

て
い
る
藤
井
清
美
先
生
と
野
村
美
穂
先
生

の
ス
ペ
イ
ン
舞
踊（
フ
ラ
メ
ン
コ
は
踊
り
・

曲
の
こ
と
）「
ソ
レ
ア
」
で
あ
る
。

「
ソ
レ
ア
」
は
、
孤
独
の
意
味
で
「
フ

ラ
メ
ン
コ
の
母
」
と
も
呼
ば
れ
る
代
表
的

な
曲
種
で
、
深
い
悲
し
み
、
嘆
き
を
秘
め

て
激
し
く
情
熱
的
に
踊
り
ま
す
。

初
め
て
観
賞
す
る
参
列
者
も
ス
ペ
イ
ン

舞
踊
・
フ
ラ
メ
ン
コ
（
踊
り
・
野
村
美
穂

先
生
）
の
目
の
動
き
、
指
の
動
き
な
ど
の

細
部
ま
で
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
踊
り

に
盛
大
な
拍
手
を
送
っ
た
。

式
典
後
、
参
列
者
一
同
破
魔
矢
を
持
ち
、

鳥
居
前
に
て
記
念
写
真
を
撮
り
直
会
に

入
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月

平
成
三
十
一
年
二
月

新
造
船
神
棚
入
魂
修
祓
式
斎
行

二
十
七
日
、
金
川
造
船
㈱
苅
藻
島
工
場

に
て
、
㈱
商
船
三
井
発
注
の
関
西
で
初
め

て
の
液
化
天
然
ガ
ス
（
Ｌ
Ｎ
Ｇ
）
を
燃
料

と
し
大
阪
湾
で
運
航
（
運
航
・
日
本
栄
船

㈱
）
さ
れ
る
曳
船
（
タ
グ
ボ
ー
ト
）「
い

し
ん
」
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
操
舵
室
に

新
設
さ
れ
た
神
棚
前
で
入
魂
修
祓
式
が
斎

行
さ
れ
た
。

金
川
造
船
㈱
は
、
年
間
十
二
隻
ほ
ど
の

重
油
を
燃
料
と
す
る
曳
船
を
建
造
し
て
い

る
が
、
重
油
と
比
べ
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ

２
）
排
出
量
を
２
５
％
減
ら
せ
る
環
境
負

担
軽
減
の
Ｌ
Ｎ
Ｇ
燃
料
船
建
造
は
初
め
て

で
あ
っ
た
。

尚
、「
い
し
ん
」
引
き
渡
し
の
こ
と
は
、

三
月
一
日
の
「
神
戸
新
聞
」
朝
刊
・
地
域

経
済
欄
で
報
道
さ
れ
た
。

更
に
㈱
三
井
商
船
は
Ｌ
Ｎ
Ｇ
燃
料
タ
グ

ボ
ー
ト
「
い
し
ん
」
の
金
川
造
船
㈱
で
の

建
造
か
ら
竣
工
引
渡
式
ま
で
の
様
子
を
ま

と
め
た
動
画
総
集
編
を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

で
公
開
し
て
い
る
。

令
和
元
年
五
月

令
和
元
年
五
月

天
皇
陛
下
御
即
位
践
祚
改
元

　
　
　
　
　
　
　
　
奉
告
祭
斎
行

一
日
午
前
八
時
、
月
次
祭
に
合
わ
せ
、

宮
司
・
禰
宜
が
天
皇
陛
下
御
即
位
践
祚
改

元
奉
告
祭
を
斎
行
し
た
。

こ
の
日
、
皇
居
に
お
け
る
「
剣
璽
等
継

承
の
儀
」、「
賢
所
の
儀
」、「
皇
霊
殿
神
殿

に
奉
告
の
儀
」、「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
に

よ
り
新
帝
陛
下
が
御
即
位
さ
れ
ま
し
た
。

当
社
神
殿
で
の
「
天
皇
陛
下
御
即
位

践
祚
改
元
奉
告
祭
」
で
は
、「
明

あ
き
つ

御み

神か
み

と

大お
ほ

八や

洲し
ま

国ぐ
に

知
し
ろ
し

食め

す
天
す
め
ら
み
こ
と
皇
い
皇
す
め
ら
お
ほ
み
か
ど
室
の

大お
ほ
み
の
り

典
範
の
随
ま
に
ま
に
今
こ
た
び
さ
き
の
す
め
ら
み
こ
と

回
上
皇
の
天あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

津
日
嗣

の
大お

ほ

御み

蹟あ
と

を
承う
け

継つ

き
給た
ま

ふ
に
依よ

り
て
知
食

す
大お

ほ

御み

代よ

の
名み
な

も
令
和
と
定さ
だ

ま
り
ぬ
故か
れ
こ此

の
事こ

と

の
由よ
し

を
告つ
げ

奉ま
つ

ら
く
と
御
み
ま
つ
り
つ
か
へ
ま
つ

祭
仕
奉
る
状さ
ま

を
平た
ひ

ら
け
く
安や
す

ら
け
く
聞
き
こ
し

食め

し
て
天
皇
の

大
御
代
を
茂

い
か
し

御
代
の
足
た
ら
し

御
代
と
堅か
き
は磐
に

常と
き
は磐
に
斎
い
は
ひ

奉
り
幸
さ
き
は
へ
奉
り
給
へ
と
恐
か
し
こ
み
恐

み
も
白ま

を

す
」
と
、祝
詞
で
新
し
き
「
令
和
」

と
い
う
元
号
に
改
元
さ
れ
る
旨
を
ご
神
前

に
奉
告
し
、
こ
の
令
和
の
御
代
が
安
寧
に

続
く
こ
と
を
お
祈
り
し
た
。

ま
た
、
こ
の
日
よ
り
殿
内
に
「
萬ば

ん

歳ざ
い

旛ば
ん

」（
上
部
の
水
の
流
れ
の
中
に
、
五
匹

の
鮎
と
一
つ
の
厳い

つ
べ瓮
（
神
酒
を
盛
り
、
祭

祀
に
用
い
る
神
聖
な
土
器
）
が
描
か
れ
て

い
る
。
鮎
と
厳
瓮
は
『
日
本
書
紀
』
巻
三

に
、
神
武
天
皇
が
御
東
征
の
時
、
戦
勝
を

神
祇
に
祈
り
、
厳
瓮
を
丹
生
川
に
し
ず
め

た
と
こ
ろ
、
大
小
の
鮎
が
酔
っ
て
浮
か
び

あ
が
っ
て
き
た
吉
事
に
由
来
す
る
）
旗
幟

を
、
境
内
に
は
「
奉
祝　

天
皇
陛
下
御
即

位　

令
和　

新
し
い
御
代
を
お
祝
い
し
ま

し
ょ
う
」
の
幟
を
掲
示
し
て
奉
祝
し
た
。

尚
、六
月
二
十
日
、閣
議
決
定
し
た
「
御

即
位
に
伴
う
式
典
委
員
会
」
は
即
位
礼
正

ご神前でのフラメンコ

報道された新聞記事

鳥居前での記念写真
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殿
の
儀
の
宮
殿
の
装
飾
で
「
萬
歳
旛
」
を

設
ら
え
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

社
殿
（
拝
殿
前
）
の
鈴
緒
房
更
新
奉
納

八
日
、
当
社
を
崇
敬
す
る
三
菱
重
工
業

㈱
神
戸
造
船
所
並
び
に
氏
子
の
元
総
代
片

田
勇
氏
（
小
松
通
五
丁
目
）
よ
り
本
殿
鈴

緒
の
網
・
麻
房
が
更
新
改
修
奉
納
さ
れ
た
。

本
殿
に
向
か
っ
て
右
側
の
三
菱
神
戸
造

船
所
の
奉
納
鈴
緒
は
、
二
三
〇
日
間
完
全

無
災
害
達
成
記
念
御
礼
と
し
て
社
員
一
同

の
名
で
昭
和
五
十
九
年
に
奉
納
さ
れ
た
も

の
で
、
平
成
二
十
四
年
に
も
麻
房
の
更
新

改
修
奉
納
さ
れ
た
。
ま
た
、
左
側
の
片
田

氏
奉
納
の
鈴
緒
は
平
成
九
年
に
奉
納
さ
れ
、

平
成
十
五
・
二
十
・
二
十
四
年
に
も
改
修
奉

納
さ
れ
て
い
た
が
、
共
に
参
拝
者
が
振
り

鳴
ら
す
歳
月
の
経
過
に
よ
り
損
傷
し
て
い

た
の
で
、
こ
の
度
更
新
改
修
奉
納
さ
れ
た
。

例
大
祭
前
の
真
新
し
い
紅
白
麻
房
等
の

更
新
奉
納
に
よ
り
、
多
く
の
例
大
祭
参
拝

午
後
一
時
半
よ
り
、
地
区
総
代
・
氏
子
役

員
・
自
治
会
関
係
者
の
指
導
に
よ
り
「
奉

祝　

天
皇
陛
下
御
即
位　

令
和　

新
し
い

御
代
を
お
祝
い
し
ま
し
ょ
う
」
の
幟
を
掲

げ
た
子
供
み
こ
し
四
基
が
神
輿
唄
を
声
高

ら
か
に
唄
い
な
が
ら
氏
子
町
内
を
巡
幸
、

午
後
四
時
を
以
っ
て
無
事
終
了
し
た
。
例

年
通
り
事
故
の
無
き
よ
う
各
子
供
み
こ
し

に
は
自
社
雇
の
ガ
ー
ド
マ
ン
五
名
や
、
兵

庫
警
察
署
派
遣
の
五
名
の
警
察
官
ら
が
警

備
と
交
通
整
理
に
あ
た
っ
た
。

二
十
六
日
（
日
曜
日
）、
五
月
晴
れ
に

恵
ま
れ
、
例
大
祭
最
大
の
神
事
で
あ
る
神

幸
式
が
賑
々
し
く
斎
行
さ
れ
た
。
午
後
一

時
半
の
殿
内
発
輿
祭
斎
行
後
の
二
時
前
よ

者
も
清
々
し
く
参
拝
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。例

大
祭
と
神
幸
式
斎
行

大
祭
前
の
五
月
十
八
日
、
猿
田
彦
担
当

地
区
総
代
二
名
・
猿
田
彦
会
会
長
ほ
か
四

名
計
六
名
参
列
の
も
と
、
加
古
郡
播
磨
町

南
大
中
の
杉
本
拓
也
君
（
二
十
六
歳
）
の

猿
田
彦
決
定
奉
告
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

大
祭
日
の
二
十
四
日
（
金
曜
日
）、
午

後
六
時
か
ら
の
例
祭
に
は
、
区
内
神
職
の

ご
助
勤
奉
仕
に
よ
り
、
総
代
始
め
氏
子
崇

敬
者
十
六
名
の
参
列
の
も
と
、
例
年
通
り

巫
女
に
よ
る
神
前
神
楽
も
奉
納
し
厳
粛
に

斎
行
し
た
。
後
、
会
館
二
階
に
て
三
菱
電

機
㈱
神
戸
製
作
所
総
務
課
原
主
任
の
来
賓

挨
拶
を
賜
り
、
乾
杯
、
直
会
に
入
っ
た
。

二
十
五
日
（
土
曜
日
）
午
前
八
時
よ
り
、

各
地
区
お
旅
所
の
入
魂
修
祓
式
を
斎
行
し
、

り
、
杉
本
拓
也
君
扮
す
る
猿
田
彦
の
勇
壮

な
踊
り
に
続
き
、
直
垂
装
束
姿
の
総
代
や
、

和
田
岬
小
学
生
達
の
直
垂
装
束
の
神
宝
持

役
十
三
名
、
吉
田
中
学
校
生
男
女
三
十
六

名
（
男
子
九
名
、
女
子
二
十
七
名
、
付
添

先
生
六
名
）
に
よ
る
本
神
輿
舁
上
げ
役
、

宮
司
太
刀
持
役
で
あ
る
兵
庫
区
御
崎
本
町

二
丁
目
の
平
井
凌
輝
君
（
和
田
岬
小
六

年
）
も
父
親
共
々
に
行
列
に
加
わ
り
、
そ

の
後
に
各
地
区
子
供
み
こ
し
四
基
、
総
勢

約
二
〇
〇
人
の
神
幸
式
大
行
列
が
出
発
し
、

約
二
時
間
半
か
け
て
氏
子
内
を
巡
幸
し
た
。

沿
道
見
学
の
氏
子
の
人
達
も
、
黄
色
い

声
を
張
り
上
げ
る
女
子
中
学
生
の
参
加
し

た
本
神
輿
行
列
に
元
気
と
希
望
を
も
ら
っ

た
と
感
激
し
て
い
た
。

午
後
六
時
か
ら
、

会
館
二
階
に
て
神
幸

式
奉
仕
の
総
代
始
め

氏
子
三
地
区
の
人
達

又
猿
田
彦
会
員
達
約

四
十
名
の
出
席
に
よ

る
合
同
直
会
が
開
催

さ
れ
、
無
事
神
幸
式

が
斎
行
で
き
た
喜
び

で
盛
り
上
が
っ
て
い

た
。

更新奉納された鈴緒網・麻房

スタジアム前での記念写真
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氏
子
崇
敬
者
親
睦
旅
行

 　

本
年
の
氏
子
崇
敬
者
親
睦
旅
行
は
、

大
阪
府
堺
市
方
面
へ
の
日
帰
り
バ
ス
旅
行

を
実
施
し
た
。

十
六
日
、
宮
司
を
含
め
総
代
・
氏
子
崇

敬
者
二
十
八
名
（
北
部
氏
子
会
十
名
・
南

部
氏
子
会
七
名
・
東
部
氏
子
会
四
名
・
崇

敬
者
六
名
）
の
参
加
の
も
と
、
現
地
専
任

ガ
イ
ド
の
案
内
に
よ
り
先
ず
堺
が
生
ん
だ

茶
の
湯
の
大
成
者
・
千
利
休
の
茶
の
湯
館

と
、日
本
近
代
文
学
を
切
り
拓
い
た
歌
人
・

与
謝
野
晶
子
の
記
念
館
な
ど
歴
史
・
文
化
・

観
光
施
設
で
あ
る
「
さ
か
い
利
晶
の
杜
」

を
拝
観
し
、
立
礼
茶
席
で
お
点
前
に
よ
る

菓
子
や
茶
の
湯
を
体
験
し
、
隣
接
す
る
千

利
休
屋
敷
跡
も
見
学
し
た
。
後
、
河
内
・

和
泉
・
摂
津
の
三
国
の
境
に
鎮
座
し
、
方

「
安
産
ご
神
徳
」
由
来
の
碑

こ
の
石
碑
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）

年
五
月
に
「
神
港
助
産
婦
会
」
が
、
手
水

舎
（
参
拝
者
が
手
を
洗
い
口
を
す
す
い
で

清
浄
に
な
る
た
め
の
水
盤
建
物
）
を
建
立

奉
納
し
た
記
念
の
石
碑
で
あ
る
。

助
産
婦
は
、
妊
婦
の
正
常
分
娩
の
介
助

を
は
じ
め
新
生
児
の
保
健
指
導
な
ど
の
業

を
す
る
女
性
の
こ
と
で
、
古
く
は
取
り
上

げ
婆ば

あ

さ
ん
・
産さ
ん

婆ば

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

「
神
港
助
産
婦
会
」
の
神
港
は
、
神
戸

港
を
略
し
た
言
葉
で
神
戸
市
の
こ
と
。
昭

和
初
期
ご
ろ
よ
り
神
戸
市
内
に
も
多
く
の

助
産
婦
さ
ん
が
い
て
、
そ
の
唯
一
の
組
織

会
が
「
神
港
助
産
婦
会
」
で
あ
り
、
そ
の

会
の
総
意
を
以
っ
て
、
当
社
ご
祭
神
・
神

功
皇
后
の
安
産
神
徳
報
恩
の
た
め
に
手
水

舎
を
奉
納
し
た
も
の
で
、
当
社
が
古
来
か

ら
の
安
産
ご
守
護
の
神
社
で
あ
る
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。

当
時
の
手
水
舎
は
戦
時
中
の
昭
和
二
十

（
一
九
四
五
）
年
三
月
の
神
戸
大
空
襲
で

焼
失
し
、
戦
後
木
造
で
再
建
さ
れ
た
が
老

朽
し
た
た
め
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
に

新
し
く
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

除
祈
願
で
有
名
な
方
違
神
社
を
参
拝
し
た
。

次
に
南
宗
寺
に
向
い
、
国
指
定
重
要
文
化

財
の
甘
露
門
（
山
門
）・
唐
門
や
千
利
休

一
門
の
供
養
塔
、
伝
説
の
徳
川
家
康
の
墓

や
石
庭
（
枯
山
水
）
な
ど
を
拝
観
し
た
。

シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
青
雲
荘
で
の
昼
食
は
、

は
か
り
目
御
膳
と
も
称
さ
れ
る
あ
な
ご
フ

ル
料
理
の
美
食
に
一
同
ご
満
悦
で
あ
っ
た
。

お
買
い
物
に
堺
伝
統
産
業
会
館
に
立
ち

寄
っ
た
後
、
大
阪
市
北
浜
の
幕
末
の
洋
学

研
究
（
蘭
学
塾
）
の
第
一
人
者
で
あ
る
緒

方
洪
庵
旧
宅
の
史
跡
・
適
塾
（
重
要
文
化

財
）
を
見
学
し
、
最
後
に
あ
べ
の
ハ
ル
カ

ス
三
〇
〇
の
地
上
三
〇
〇
ｍ
の
展
望
台
景

色
を
楽
し
ん
で
全
て
の
旅
程
を
終
え
帰
神

し
た
。

令
和
元
年
七
月

令
和
元
年
七
月

安
産
ご
神
徳
由
来
の
碑
の
高
札
掲
示

境
内
に
昭
和
三
年
に「
神
港
助
産
婦
会
」

が
手
水
舎
を
建
立
奉
納
し
た
記
念
石
碑
が

あ
る
。
こ
れ
は
当
社
の
ご
祭
神
・
神
功
皇

后
の
安
産
ご
神
徳
報
恩
の
た
め
の
碑
で
あ

る
の
で
、
参
拝
者
に
広
く
知
ら
し
め
る
た

め
、
こ
の
度
左
記
の
通
り
の
説
明
高
札
を

四
日
に
建
て
た
（
既
刊
二
十
号
で
説
明
済

み
）。

十
七
・
十
八
日
の
両
日
、
相
殿
に
祀
る

素す

盞さ
の

嗚お
の

大
神
の
夏
越
祭
（
茅
の
輪
く
ぐ
り

神
事
）
を
斎
行
し
た
。

十
七
日
午
後
六
時
か
ら
の
殿
内
祭
典
に

は
、
総
代
・
氏
子
崇
敬
者
十
九
名
参
列
の

も
と
、
宮
司
が
大
祓
詞
・
祝
詞
奏
上
の
後
、

例
年
通
り
玉
城
流
隆
扇
会
上
野
順
子
琉
球

舞
踊
研
究
所
に
よ
る
琉
球
舞
踊
二
曲
（
四

安産ご神徳由来の碑と説明高札

方違神社前での記念写真

夏
越
祭
（
夏
祭
り
）
斎
行

茅の輪くぐり神事

令
和
元
年
六
月

令
和
元
年
六
月
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つ
竹
踊
り
・
汀て
い

間ま

当と
う

）が
神
前
奉
納
さ
れ
た
。

「
四
つ
竹
踊
り
」
は
、
琉
球
王
朝
時
代

の
宮
廷
舞
踊
の
一
つ
で
、
紅び

ん

型が
た

衣
装
に
花

笠
を
か
ぶ
り
、
四
つ
竹
を
打
ち
鳴
ら
し
な

が
ら
、
栄
え
あ
る
席
に
出
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
無
上
の
喜
び
を
表
現
し
た
古
典
女
踊

り
で
あ
る
。

二
曲
目
の
「
汀
間
当
」
は
、
王
府
時
代

の
役
人
と
、
村
の
美
女
の
恋
物
語
を
舞
踏

劇
に
し
た
、「
姉あ

ん

子ぐ
わ

踊
り
」
を
芝
居
心
た
っ

ぷ
り
に
軽
快
に
踊
る
女
踊
り
で
あ
る
。
琉

球
舞
踊
神
前
奉
納
の
後
、
参
列
者
代
表
各

位
が
玉
串
奉
奠
し
た
。

更
に
、
境
内
に
設
け
た
「
大
茅
の
輪
く

ぐ
り
」
神
事
で
は
、
宮
司
・
禰
宜
に
続
き

参
列
者
一
同
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
収
め

ら
れ
て
い
る
古
歌
「
水
無
月
の
な
ご
し
の

祓
す
る
人
は
千
歳
の
命
の
ぶ
と
い
ふ
な

り
」
を
は
じ
め
、「
思
ふ
こ
と
皆
つ
き
ね

と
て
麻
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
祓
ひ
つ

る
か
な
」・「
蘇

民
将
来
、
蘇
民

将
来
」
と
唱
え

つ
つ
左
・
右
・

左
と
三
度
く
ぐ

り
、
人
が
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
犯
し
た
罪

や
過
ち
、
心
身
の
穢
れ
を
祓
い
清
め
、
夏

の
無
病
息
災
を
祈
願
し
た
後
、
会
館
二
階

に
て
三
菱
神
戸
造
船
所
酒
井
総
務
グ
ル
ー

プ
長
の
挨
拶
・
乾
杯
発
声
で
直
会
を
執
り

行
い
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
参
列
者

は
神
職
手
作
り
で
無
病
息
災
の
ご
利
益
あ

る
「
蘇
民
将
来
茅
の
輪
守
」
を
授
与
さ
れ

お
開
き
と
し
た
。

尚
、
茅
の
輪
の
起
源
は
、『
備
後
国
風

土
記
』
逸
文
に
、
あ
る
時
蘇そ

み
ん
し
ょ
う
ら
い

民
将
来
と
巨こ

旦た
ん

将
来
の
兄
弟
が
素す

戔さ
の

嗚お
の

尊
（
武む

塔と
う

神し
ん

と

も
）
が
宿
を
求
め
た
際
、
裕
福
な
弟
の
巨

旦
は
断
っ
た
が
、
兄
の
蘇
民
は
貧
し
い
な

が
ら
も
快
く
泊
め
て
厚
く
も
て
な
し
た
の

で
、
尊
は
蘇
民
の
一
家
に
茅
の
輪
を
渡

し
、「
も
し
疫
病
が
流
行
し
た
ら
、
そ
の

茅
の
輪
を
腰
に
つ
け
な
さ
い
」
と
言
っ
て

去
り
ま
し
た
。
数
年
後
疫
病
が
流
行
し
た

際
、
蘇
民
は
尊
の
教
え
の
通
り
茅
の
輪
を

つ
け
た
の
で
疫
病
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
、
家
は
栄
え
子
孫
繁
栄
し
た
。

こ
の
故
事
に
基
づ
き
茅
の
輪
神
事
が
執

り
行
わ
れ
る
の
で
す
。

令
和
元
年
九
月

令
和
元
年
九
月

西
宮
神
社
海
上
渡
御
産
宮
参
り

二
十
三
日
、
商
売
繁
盛
の
神
で
知
ら
れ

る
西
宮
市
の
西
宮
え
び
す
神
社
（
西
宮
神

社
）
の
二
十
回
目
の
大
規
模
な
記
念
海
上

渡
御
「
産う

ぶ

宮み
や

参
り
」
三
石
神
社
参
拝
が
予

定
さ
れ
、
当
社
猿
田
彦
会
の
奉
仕
に
よ
り

猿
田
彦
の
奉
迎
舞
い
奉
仕
を
披
露
す
る
と

し
て
い
た
が
、
台
風
十
七
号
の
海
上
風
波

の
た
め
残
念
な
が
ら
中
止
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
二
十
年
前
か
ら
斎
行
さ
れ
た

西
宮
神
社
の
和
田
岬
へ
の
船
渡
御
は
、
平

安
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
織
田
信

長
の
社
領
没
収
で
途
絶
え
て
い
た
も
の
を

約
四
〇
〇
年
ぶ
り
に
復
活
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
当
社
へ
の
産
宮
参
り
の
由

来
は
『
西
宮
神
主
家
日
記
・
西
宮
大
神
本

紀
』（
江
戸
時
代
の
宝
暦
五
（
一
七
五
五
）

年
）
の
絵
に
神
輿
が
兵
庫
和
田
崎
に
御
駐

輦
の
処
を
描
き
、
御
輿
三
輿
を
そ
れ
ぞ
れ

奉
安
せ
る
三
つ
の
石
が
描
か
れ
て
い
る
。

即
ち
廣
田
・
西
宮
・
南
宮
三
社
の
神
輿
で

あ
る
。
こ
れ
を
三
つ
石
と
呼
称
し
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
海
上
渡
御
が
中
止
と
な
っ
た
当

日
午
後
一
時
半
、
当
社
総
代
・
氏
子
自
治

会
長
・
猿
田
彦
会
員
等
十
名
が
参
道
で
奉

迎
す
る
中
、
西
宮
神
社
吉
井
宮
司
・
同
清

水
神
社
総
代
・
奥
山
権
禰
宜
の
三
名
に
続

き
全
員
が
昇
殿
し
、
修
祓
を
受
け
た
後
、

西
宮
神
社
宮
司
、
当
社
高
田
総
代
等
が
玉

串
拝
礼
参
拝
し
た
。
参
拝
を
終
え
た
後
、

鳥
居
前
で
一
同
記
念
写
真
を
撮
り
、
次
な

る
真
光
寺
・
柳
原
蛭
子
神
社
参
拝
に
向

か
っ
た
。

当
社
で
は
全
て
の
奉
迎
・
送
迎
行
事
が

終
了
後
、
会
館
に
て
直
会
を
執
り
行
い
一

同
を
慰
労
し
た
。

神前奉納の琉球舞踊

参拝後の記念写真
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二
十
五
日
の
大
安
日
、
三
菱
重
工
神
戸

造
船
所
内
で
六
十
名
参
列
の
も
と
、
Ｆ
ビ

ル
の
建
築
地
鎮
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

こ
の
Ｆ
ビ
ル
は
鉄
骨
造
十
二
階
建
て

の
事
務
所
ビ
ル
（
建
築
面
積
四
、一
一
二
．

三
四
㎡
、
延
床
面
積
四
七
、
五
四
九
．

五
七
㎡
）
で
、
当
日
は
設
計
者
の
Ｍ
Ｈ
Ｉ

プ
ラ
ン
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
＆
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
㈱
の
大
平
取
締
役
社
長
が

刈
始
の
儀
、
施
主
の
三
菱
重
工
業
㈱
小
口

取
締
役
副
社
長
執
行
役
員
が
穿
始
の
儀
を

執
り
行
っ
て
、
斎
主
（
神
主
）
の
鎮
物
の

儀
の
後
、
清
水
・
Ｍ
Ｈ
Ｉ

−

Ｐ
Ｅ
Ｃ
建
設

工
事
共
同
企
業
体
の
代
表
と
し
て
山
地
清

趣
意
と
お
願
い

　
現
社
殿
は
昭
和
三
十
八
年
に
竣
工
し

て
、
約
五
十
年
と
な
り
ま
す
。

　
銅
板
の
寿
命
は
約
五
、六
十
年
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
将
来
銅
板
屋

根
の
葺
き
替
え
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
皆
々
様

に
銅
板
寄
進
（
一
枚
二
千
円
）
を
お
願

い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
社
殿
銅
板
屋
根
に
あ
な
た
様
の
お

名
前
を
残
し
、
更
な
る
三
石
大
神
の
ご

加
護
に
よ
り
、
貴
社
・
貴
家
の
益
々
の

弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
た
く
ご
案

内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
既
に
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々

に
は
重
ね
て
の
ご
案
内
と
な
り
ま
し
た

こ
と
を
ご
了
承
下
さ
い
。

当
社
で
命
名
に
関
係
さ
れ
た
お
子
様
の

お
健
や
か
な
ご
成
長
を
ご
祈
念
申
し

上
げ
ま
す
。

　
新
　
生
　
児
　
命
　
名

　
　
平
成
三
十
一
年
十
一
月
か
ら

　
　
令
和
元
年
十
月
末
日
ま
で

三
菱
神
戸
造
船
所
内
Ｆ
ビ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
地
鎮
祭
斎
行

令
和
元
年
十
月

令
和
元
年
十
月

三菱重工業㈱ 提供

境内の奉賛芳名掲示板

  

シ
リ
ー
ズ

社
務
所
・
境
内
紹
介
　

百
度
石
は
社
寺
な
ど
の
境
内
に
あ
っ
て
、

百
度
参
り
（
お
百
度
参
り
、
お
百
度
を
踏

む
と
も
い
う
。
一
度
だ
け
の
お
参
り
で
な

く
百
度
参
る
こ
と
に
よ
り
、
信
仰
心
の
篤

さ
や
祈
願
の
切
実
さ
を
訴
え
て
神
仏
の
加

護
や
霊
験
を
得
よ
う
と
す
る
お
参
り
方

法
）
で
本
殿
・
本
堂
と
の
間
を
往
復
す
る

際
の
標
識
石
の
こ
と
で
あ
る
。

当
社
の
百
度
石
は
本
殿
前
の
参
道
に
置

か
れ
て
い
る
。
高
さ
約
一
ｍ
・
奥
行
約

三
十
㎝
・
最
大
幅
約
五
十
㎝
で
上
部
に
行

く
ほ
ど
細
く
な
り
最
上
部
は
約
二
十
六
㎝

の
自
然
石
（
変
形
お
む
す
び
型
）
の
花
崗

岩
で
あ
る
。
裏
側
左
下
部
に
盃
状
穴
（
信

仰
の
対
象
物
及
び
そ
の
附
属
の
石
造
物
に

何
事
に
も
く
じ
け
な
い
強
い
意
志
、
何
ら

か
の
信
念
で
人
為
的
に
石
に
穿
い
た
痕
跡

（
凹
穴
）
を
い
う
）
も
見
ら
れ
る
。

表
面
に「
百
度
石
」、右
横
に
二
行
で「
奉

献　

皇
紀
二
千
六
百
年
記
念
」・「
神
﨑
亀

太
郎
」
と
行
書
体
で
刻
さ
れ
て
い
る
。

建
立
年
は
皇
紀
（
紀
元
と
同
じ
）

二
千
六
百
年
記
念
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

昭
和
十
五
（
一
九
四
〇
）
年
で
神
武
天

皇
の
即
位
（
紀
元
前
六
六
〇
年
）
か
ら

二
六
〇
〇
年
に
当
た
る
即
位
紀
元（
皇
紀
）

二
六
〇
〇
年
を
祝
っ
て
の
奉
献
建
立
で
あ

る
。
奉
献
建
立
者
の
神
﨑
亀
太
郎
氏
に
つ

い
て
は
居
住
地
等
現
在
ま
で
不
詳
で
あ
る

が
、
当
時
の
氏
子
と
考
え
ら
れ
る
。

尚
、
政
府
は
昭
和
十
五
年
が
皇
紀

二
千
六
百
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
昭
和
十

年
よ
り
祝
典
準
備
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、

様
々
な
国
家
的
記
念
式
典
・
行
事
・
事
業

を
推
進
し
、
昭
和
十
五
年
に
は
全
国
各
地

で
記
念
行
事
が
催
さ
れ
国
民
の
祝
賀
ム
ー

ド
は
最
高
潮
に
達
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

  

シ
リ
ー
ズ

書
籍
に
見
る
三
石
さ
ん
　

前
記
以
外
参
拝
・
祈
祷
時
な
ど
の
奉
献
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『
に
ほ
ん
の
か
わ
い
い
お
ま
も
り
』

本
書
は
㈱
白
夜
書
房
か
ら
平
成
十
七
年

十
二
月
に
発
刊
さ
れ
て
い
る
（
定
価
本
体

一
、五
〇
〇
円
＋
税
）。
編
者
は
、
に
ほ
ん

授
与
品
研
究
会
で
あ
る
。

本
書
の
帯
表
に
、「
こ
ん
な
お
ま
も
り

知
ら
な
か
っ
た
！
見
た
目
も
効
き
目
も
最

高
の
、
た
の
し
い
か
わ
い
い
お
ま
も
り
を

日
本
中
か
ら
集
め
ま
し
た
。
虫
歯
に
効
く
、

ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
、
料
理
上
手
に
な
る
、

き
れ
い
に
な
る
、
玉
の
輿
に
乗
れ
る
、
地

震
に
遭
わ
な
い
、
大
物
を
釣
り
上
げ
た
い
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
に
な
り
た
い　

な
ど
」

と
記
さ
れ
、
帯
裏
に
は
「
願
い
ご
と
の
目

的
に
応
じ
て
、
持
ち
た
い
お
ま
も
り
が
見

つ
か
る
！
こ
の
本
に
は
、
こ
ん
な
願
い
ご

と
を
助
け
て
く
れ
る
お
ま
も
り
が
載
っ
て

い
ま
す
」
と
も
記
さ
れ
、
内
容
は
全
国
の

神
社
仏
閣
の
お
ま
も
り
が
、
出
会
い
（
え

ん
む
す
び
・
良
縁
・
夫
婦
円
満
）、幸
せ
（
開

運
・
厄
除
け
）
な
ど
九
項
目
に
分
け
ら
れ
、

百度石

そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ラ
ー
写
真
お
ま
も
り
を
載

せ
て
簡
単
な
由
緒
・
由
来
も
説
明
さ
れ
て

い
る
。

当
社
の
お
ま
も
り
は
「
女
性
の
お
ま
も

り
」
子
宝
・
安
産
の
お
ま
も
り
ペ
ー
ジ
に

掲
載
さ
れ
、
御
祈
祷
の
際
の
旧
御
守
り
写

真
と
、「
神
功
皇
后
が
三
つ
の
石
を
持
っ

て
安
産
を
祈
っ
た
と
さ
れ
、
安
産
の
神
様

と
し
て
名
高
い
三
石
神
社
。
霊
験
あ
ら
た

か
な
『
安
産
御
守
』
は
、
代
々
皇
太
子
妃

の
安
産
祈
願
の
た
め
献
上
さ
れ
て
い
る
。

安
産
祈
祷
の
際
に
授
与
さ
れ
る
お
ま
も

り
」
と
由
来
説
明
文
が
あ
り
、
さ
ら
に
錦

の
新
御
守
り
に
は
「
お
ま
も
り
に
入
っ
た

三
つ
の
石
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
性

別
を
占
う
た
め
に
も
使
わ
れ
る
。
白
い
石

が
二
つ
な
ら
ば
男
の
子
、
黒
い
石
が
二
つ

な
ら
女
の
子
が
生
ま
れ
る
そ
う
」
と
も
記

さ
れ
て
い
る
。

巻
末
の
索
引
に
は
地
図
も
載
せ
ら
れ
、

神
社
の
住
所
・
電
話
番
号
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

  

お
知
ら
せ

新
年
氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭
ご
案
内

一
、
日
時　

令
和
二
年
一
月
三
日

　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時
斎
行

一
、
会
費　
　

金　

五
、〇
〇
〇
円

（
記
念
写
真
・
会
食
費
代
と
し
て
当

日
ご
持
参
下
さ
い
）

一
、
神
前
奉
納　

献
茶

裏
千
家
茶
道
家　

四
方
宗
代
先
生

※
参
拝
終
了
後
、
記
念
写
真
・
直
会
（
会

食
）
を
執
り
行
い
ま
す
の
で
、
ご
参
列

ご
希
望
の
方
は
、
十
二
月
二
十
五
日
ま

で
に
ご
参
列
の
ご
回
答
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

※
ご
参
列
・
直
会
ご
出
席
の
方
は
、
飲
酒

運
転
防
止
の
為
お
車
で
の
ご
参
加
を
ご

遠
慮
下
さ
い
。

令
和
二
年
の
神
社
神
事
・
行
事
予
定

一
月　

一
日　

歳
旦
祭
（
初
詣
）

一
月　

三
日　

氏
子
崇
敬
者
繁
栄
祈
願
祭

　
　
　

献
茶
神
前
奉
納

　
　
　

裏
千
家
茶
道
家　

四
方
宗
代
先
生

五
月
二
十
二
日　

例
大
祭

　
　

二
十
三
日　

地
区
子
供
み
こ
し
巡
幸

　
　

二
十
四
日　

神
幸
式
（
お
わ
た
り
）

六
月
十
四
日　

氏
子
崇
敬
者
親
睦
旅
行

七
月
十
七
日　

夏
越
祭

　
　
（
琉
球
舞
踊
奉
納
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

　
　

十
八
日　
（
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

九
月
二
十
三
日　

西
宮
神
社
産
宮
参
り

十
月
十
八
日　

秋
祭
（
天
照
皇
大
神
祭
）

各
月
一
日　

月
次
祭

十
一
月
中　

七
五
三
詣

三
石
神
社
諸
祈
祷
ご
案
内

【
殿
内
個
人
祈
祷
】

（
殿
内
に
お
け
る
各
種
祈
祷
）

家
内
安
全
、
病
気
平
癒
、
安
産
、
初

宮
詣
、
七
五
三
詣
、
学
業
成
就
、
厄

除
、
交
通
安
全
、
そ
の
他

【
会
社
・
事
業
所
安
全
繁
栄
祈
祷
】

（
会
社
・
事
業
所
団
体
祈
祷
は
事
前

ご
予
約
願
い
ま
す
）

【
出
張
祭
典
】

（
諸
準
備
の
為
、

事
前
ご
予
約

願
い
ま
す
）

起
工
・
地
鎮

祭
、
上
棟
式
、

竣
工
式
、
入

居
清
祓
式
、
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印　

刷　

所

（有）
前
川
企
画
印
刷

神
戸
市
兵
庫
区
永
沢
町
三
丁
目
三

−

十

TEL
（
〇
七
八
）
五
七
七

−

二
四
八
八

FAX
（
〇
七
八
）
五
七
七

−

七
二
二
〇

神
棚
祭
、
各
種
安
全
祈
願
祭
、
そ
の

他
（
含　

神
葬
祭
）

 

服ぶ
っ
き忌
に
つ
い
て

　

家
庭
に
ご
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
、
一
般

的
に
は
五
十
日
間
を
忌
中
と
し
て
故
人
を

偲
び
、
神
棚
に
半
紙
を
貼
る
な
ど
し
て
お

ま
つ
り
を
遠
慮
し
ま
す
。

　

忌
が
明
け
れ
ば
神
棚
も
お
ま
つ
り
し
、

通
常
の
生
活
に
戻
り
ま
す
。
忌
の
期
間
が

正
月
を
ま
た
ぐ
場
合
は
、
忌
が
明
け
て
か

ら
神
社
の
参
拝
、
ま
た
、
お
神ふ

札だ

を
受
け

て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
親
戚
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場

合
は
、
お
葬
式
を
出
し
た
お
家
で
な
け
れ

ば
、
葬
儀
告
別
式
後
通
常
の
お
ま
つ
り
を

し
て
も
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
略
は
当
社

に
お
尋
ね
下
さ
い
。


